
京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

平成２９年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。 

第２条表以外の部分中「５級又は６級」を「４級以上」に改め，同条の表を次のように

改める。 

種 類 支     給     対     象 支  給  額 

特殊現場

作業手当 

まち美化事務所

に勤務する職員 
運転手又は業務職員がごみの

収集の業務に従事したとき。 
日額   ８００円 

生活環境美化セ

ンターに勤務す

る職員 

運転手又は業務職員がし尿の

収集の業務に従事したとき。 
日額   ８００円 

第３条から第５条までを削る。 

第６条の表を次のように改める。 

種 類 支     給     対     象 支  給  額 

特殊現場

作業手当 

元離宮二条城事

務所に勤務する

職員 

技能職員が地上５メートル以

上の足場の不安定な箇所で樹

木のせん定等の業務に従事し

たとき。 

日額   １４０円

動物取扱

作業手当 

動物園種の保存

展示課又は生き

物・学び・研究セ

ンターに勤務す

る職員 

技術職員又は技能職員が動物

の飼育又は処分の業務に従事

したとき。 

日額   １９０円 

放射線取

扱手当 

動物園種の保存

展示課に勤務す

る職員 

獣医師がエックス線その他の

放射線を照射する業務に従事

したとき。 

日額   １５０円

第６条を第３条とし，第７条を削る。 

第８条の表を次のように改める。 

種 類 支     給     対     象 支  給  額 

   

７３



 
動物取扱 

動物愛護センタ

ーに勤務する職 

衛生指導員に任命された職員

（以下「衛生指導員」という。）

が野犬等の捕獲又は飼養の業

務に従事したとき。 

日額   １９０円

作業手当 員 
 獣医師又は衛生指導員が抑留

犬等の処分の業務に従事した

とき。 

日額１００円（衛生

指導員にあっては，

２００円） 

放射線取

扱手当 

医療衛生推進室

医療衛生センタ

ー又は保健セン

ターに勤務する

職員 

診療放射線技師がエックス線

その他の放射線を照射する業

務に従事したとき。 

日額   １５０円

動物愛護センタ

ーに勤務する職

員 

獣医師がエックス線その他の

放射線を照射する業務に従事

したとき。 

日額   １５０円

保健医療

業務手当 

こころの健康増

進センター又は

保健センターに

勤務する職員 

精神指定医による診察の立会

い又は移送の業務に従事した

とき。 

１回 １，０００円 

医療衛生推進室

医務衛生課に勤

務する職員 

技能職員が機械炉の操作又は

構内清掃の業務に従事したと

き。 

日額 １，０００円

医療衛生推進室

医療衛生センタ

ーに勤務する職

員 

薬剤師，獣医師，診療放射線

技師又は保健師が感染症の予

防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第６条第２

項，第３項及び第７項に規定

する感染性の疾病にかかり，

若しくはかかっている疑いが

ある者に対する面接による調

査若しくは健康診断又は当該

疾病の病原体が付着し，若し

くは付着している疑いがある

物件の処理の業務に従事した

とき。 

日額   ２９０円

変則勤務

手当 

地域リハビリテ

ーション推進セ

ンター支援施設

課に勤務する職

員 

看護師，保育士又は福祉施設

指導員が正規の勤務として深

夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。以下

同じ。）において業務に従事

したとき。 

１回 １，０３０円



 第８条を第４条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（子ども若者はぐくみ局に勤務する職員に支給する手当） 

第５条 子ども若者はぐくみ局に勤務する職員に支給する手当は，次の表に掲げるとおり

とする。 

種  類 支     給     対     象 支  給  額 

放射線取

扱手当 

児童福祉センタ

ー発達相談所診

療療育課に勤務

する職員 

医師，診療放射線技師又は看

護師がエックス線その他の放

射線を照射する業務に従事し

たとき。 

日額   １５０円

変則勤務

手当 

児童福祉センタ

ー児童相談所に

勤務する職員 

保育士又は福祉施設指導員が

正規の勤務として深夜におい

て業務に従事したとき。 

１回 １，０３０円

桃陽病院に勤務

する職員 

看護師が正規の勤務として深

夜において業務に従事したと

き。 

１回 １，０３０円

第９条を削る。 

 第１０条の表を次のように改める。 

種 類 支     給     対     象 支  給  額 

特殊現場

作業手当 
土木事務所に勤

務する職員 

技能職員又は運転手が車道に

おいて車両の交通を遮断する

ことなく道路の維持修繕の業

務に従事したとき。 

日額   ５００円 

 第１０条を第６条とし，第１１条を削り，第１２条を第７条とし，第１３条を削る。 

 第１４条中「前条」を「第６条」に改め，「（第１２条を除く。）」を削り，同条を第

８条とする。 

 第１５条を削る。 

 第１６条第１項及び第２項を削り，同条第３項中「前２項に定めるもののほか，」を削

り，同項を同条第１項とし，同条を第９条とする。 

 第１７条を第１０条とし，第１８条を第１１条とする。 

 附則第２項及び第３項を削り，附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

附 則 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部給与課） 
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